
内外一体の
経済政策の展開

第Ⅲ部



世界に広げる「経済連携の網」と
多角的自由貿易体制等の構築

第１節	 	世界経済との連結性を強化する経済連携
（EPA/FTA）

第２節	 投資関連協定

第３節	 租税条約

第４節	 世界・地球規模でのルール形成に向けた取組

第５節	 	新しいルール形成に向けた取組

第１章



第１章

世界に広げる「経済連携の網」と 
多角的自由貿易体制等の構築

　経済連携の推進は、国内に立地する輸出企業にとっ
ては、関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化
の面で意義があり、他方で、外国に投資財産を有する
企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事
業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義が
ある。
　輸出の面では、関税削減によって日本からの輸出品
の競争力を高められる。メキシコでは乗用車に
20％、マレーシアではエアコンに 30％、インドネシ

アではブルドーザーに 10％の関税が課されているが、
EPA を利用した場合、これらの関税がゼロになる。
また、複数国・地域間で結ばれる広域の EPA では、
EPA ごとにバラバラに決められている要件・手続を
統一し、企業が地域内での EPA をより使いやすくす
るメリットがある。例えば、EPA を利用して関税削
減の恩恵を受けるために必要な要件・手続（原産地規
則と呼ばれる）を地域内で統一することは、企業の事
務コストを削減し、EPA の活用対象国を広げやすく

世界経済との連結性を強化する経済連携
（EPA/FTA）

第１節

1．経済連携（EPA/FTA）の効果 1

　本書で検証した「輸出する力」「呼び込む力」「外で稼ぐ力」を支えるため、経済連携交渉、戦略

的な海外市場の獲得及び対内直接投資の促進等、国際展開戦略を着実に進めていくことが必要であ

る。同時に、我が国の優れた社会課題解決力を活用し、地球規模の「共通善」の実現に貢献してい

くため、こうした社会課題解決力が適切に評価されるための国際的なルール形成に積極的に参画す

ることが必要である。加えて、世界で稼ぐための国内の競争力強化としては、我が国のプラット

フォーム力強化と企業のグローバル経営力向上の双方が求められる。すなわち、グローバル企業、

ヒト、情報、リスクマネーが日本に集まり、イノベーションが起こり続ける環境整備等を進めると

共に、「攻め」のコーポレート・ガバナンス体制の強化、企業と投資家の対話促進等によって、我

が国企業が攻めの経営を自律的に展開し、高い収益を上げていく必要がある。

　以下では、国際的なルール形成に向けた取組も含め、国際展開戦略の実施状況について紹介していく。

１	 EPA（経済連携協定）/ FTA（自由貿易協定）とは、物品関税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投資環境の整備、ビジネス環境の向
上に関する協議の場の設置等を規定し、幅広い経済関係の強化を目的とする二国間または多国間の国際協定をいう。

	 近年の FTA の中には投資環境整備等の EPA の要素を含むものもあり（例：韓・米 FTA）、EPA と FTA の区別は厳密なものではない。
また、EU は旧植民地との FTA を EPA と称しており、日本とは少し意味合いの異なる用語法となっている。

286 2015 White Paper on International Economy and Trade



する効果がある。このほかにも、広域の EPA のメリッ
トとして、地域内の複数国で生産された製品に対して
EPA を使いやすくなること、地域内の物流拠点（ハブ）
に貨物を集約し、物流拠点からの分割輸送が可能とな
ること等が挙げられる。
　海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、
海外事業で得た利益を日本へ送金することの自由の確
保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・
禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額
及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同
士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めて
いる。
　また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資
の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメ

ント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で
安心して事業を行なうためのルールを定めている。
　この他にも、我が国の EPA では、締約国のビジネ
ス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環
境の整備に関する委員会 2」の設置に係る規定を設け
ている。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、
政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国
に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な
問題点について、相手国政府関係者と直接議論するこ
とができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関す
る委員会」の成果として、メキシコとは模倣品取り締
りのためのホットライン設置に合意し、マレーシアと
は治安向上のためパトロールの強化や監視カメラの増
設等を実現してきている。

　1990 年代以降、国際経済環境や各国の開発戦略の
変化により地域統合の動きが加速し、EPA/FTA の
締結数が年々増加してきている。その背景としては、
①欧米諸国が経済的関係の深い近隣諸国との間で貿
易・投資の自由化・円滑化等による経済連携を図る動
きを活発化させたこと（例：米国が NAFTA（1994
年発効）、EC（1993 年に EU へ発展）が単一市場の
構築への取組を加速させる等）、② NIEs や ASEAN
がいち早く経済開放を推し進めることにより高成長を
果たす中、チリ・メキシコ・ペルー等の新興国が貿易・

投資の自由化や市場メカニズムの導入へと経済政策を
転換させ、その中で EPA/FTA を活用する戦略を採っ
たこと、さらに、③ 2000 年代後半以降、WTO ドーハ・
ラウンド交渉が停滞する中、世界の主要国が貿易・投
資の拡大のために積極的に EPA/FTA を結ぶように
なったこと等が挙げられる。GATT 第 24 条等に基づ
く地域貿易協定（RTA）3 の通報件数は、1990 年には
27 件に満たなかったが、2015 年 4 月 7 日時点で 612
件まで増加している 4。

　東アジア・アジア太平洋地域では、2002 年に日本
がシンガポールとの EPA を発効させたことを受け
て、FTA を結ぶ動きが活発化した。2000 年代後半に
かけてシンガポール、マレーシア、韓国、中国等が東
アジア地域内外の国・地域との間で多くの FTA を発
効させた。
　ASEAN においては、2010 年、ASEAN 原加盟国 6
か国（インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピ

ン、マレーシア、ブルネイ）の間で関税が原則撤廃さ
れるとともに、物品分野については全ての「ASEAN
＋1」の FTA が発効し、東アジア地域の FTA が新し
い段階に進んだと言われる。「ASEAN＋1」の FTA
とは、ASEAN と周辺 6 か国（日本、中国、韓国、イ
ンド、豪州、ニュージーランド）が個別に結んだ
FTA であり、ASEAN をハブとして東アジアに FTA
網が張り巡らされた形となった。

2．経済連携（EPA/FTA）を巡る全般的な動向

3．アジア太平洋地域の経済統合と世界の FTA 動向

２	 日・メキシコ EPA では「ビジネス環境の整備に関する委員会」、日・スイス EPA では「経済関係の緊密化に関する小委員会」、日・ペルー
EPA では「ビジネス環境の整備に関する小委員会」等、規定される EPA 毎に呼称が異なる。本白書では総称として、「ビジネス環境の整
備に関する委員会」と表記する。

３	 地域貿易協定（Regional Trade Agreement）：EPA/FTA や関税同盟を含む特定の国・地域の間での貿易の自由化等を約束する協定の総称。
４	 WTO ウェブサイト（http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm）参照。
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　こうした FTA 網の整備も手伝って、東アジア地域、
あるいは最終消費地も加えてアジア太平洋地域では、
工程間分業、生産拠点の集約化及び最適配置は相応に
進展してきている（第Ⅲ-1-1-3-1 図）が、広域経済
連携によって更に統一的なスケジュールで関税を削減
し、ビジネス活動に関する様々なルールを共通化する
ことができれば、企業がこの地域全体にまたがるサプ
ライチェーンの高度化に取り組むことを一層後押しす
ることとなる。
　特に、アジア太平洋地域では、APEC 参加国・地域
の間で、アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP：エフター
プ）の実現が目指されており、そのための道筋として、
TPP（環太平洋パートナーシップ）、RCEP（東アジ

ア地域包括的経済連携）、日中韓 FTA 等の広域経済
連携の取組が同時に進行している（第Ⅲ-1-1-3-2 図）。
　2013 年 3 月 に は 日 中 韓 FTA、2013 年 5 月 に は
RCEP についてそれぞれ交渉が開始され、米国と EU
との間でも 2013 年 7 月に環大西洋貿易投資パート
ナーシップ（TTIP）協定交渉が開始した。2014 年 5
月現在、北米、欧州、アジア太平洋の各地域をつなぐ
様々な経済連携の取組が同時並行で進行している（第
Ⅲ-1-1-3-3 図）。これらの取組が相互に刺激し合うこ
とで高い相乗効果を生み、先進国間でも高いレベルの
EPA/FTA の締結が進むことで世界全体の貿易投資
に関するルール作りが進むことが期待されている。

第Ⅲ-1-1-3-1 図　東アジア地域におけるサプライチェーンの実態

資料：�経済産業省作成。
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●多くの中間財（部品）が日本、韓国及び ASEAN から中国に輸出され、中国で組み立て
られた完成品が北米・EU 等の大市場国に輸出されている。

●東アジアにわたって構築されたサプライチェーンをカバーする経済連携の実現が重要。

第Ⅲ-1-1-3-2 図　FTAAP への道筋

資料：�経済産業省作成。
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資料：�経済産業省作成。
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288 2015 White Paper on International Economy and Trade

第１章 世界に広げる「経済連携の網」と多角的自由貿易体制等の構築



　我が国はこれまで、14 の国・地域との間で EPA を
発効させてきた。2015 年 1 月 15 日にはこれまでの 2
国間 EPA パートナーで最大の貿易相手国となる豪州
との間で EPA が発効し、2015 年 2 月 10 日には日・モ
ンゴル EPA が署名に至った。また、現在 8 つの交渉
（TPP、日 EU・EPA、RCEP、日中韓 FTA、AJCEP
（サービス貿易章・投資章）、日・カナダ EPA、日・
コロンビア EPA、日・トルコ EPA）が進行中である（第
Ⅲ-1-1-4-1 図、第Ⅲ-1-1-4-2 図）。
　自由貿易の拡大、経済連携の推進は、日本の通商政
策の柱であり、特にこれからは、TPP、RCEP、日中
韓 FTA、日 EU・EPA 等の広域的 EPA を推進し、
世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジ
ア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくこと
が、日本の成長にとって不可欠といえる。

　「『日本再興戦略』改訂 2014―未来への挑戦―（平
成 26 年 6 月 24 日閣議決定）」においても、経済連携
交渉については「国益を最大化する形での TPP 交渉
の早期妥結に向けて引き続き取り組むとともに、世界
全体の貿易・投資ルールづくりの前進を通じて我が国
の対外経済関係の発展及び国内の構造改革の推進を図
るべく、RCEP、日中韓 FTA、日 EU・EPA などの
経済連携交渉を同時並行で戦略的かつスピード感を
持って推進していく。また、締結された協定の活用を
促進し、企業の積極的な海外展開を促す」こととして
いる。また、目標として「2018 年までに、FTA 比率
70％（2012 年：18.9％）を目指す」ことを決定してお
り、引き続き交渉を進めているところである。（第Ⅲ- 
1-1-4-3 図）

4．日本の EPA 取組状況

第Ⅲ-1-1-4-1 図　日本の EPA 交渉の歴史

資料：�経済産業省作成。

2002 年 11 月　日・シンガポール EPA 発効2002 年 11 月　日・シンガポール EPA 発効

2005 年 ４月　日・メキシコ EPA 発効2005 年 ４月　日・メキシコ EPA 発効

2006 年 ７月　日・マレーシア EPA 発効2006 年 ７月　日・マレーシア EPA 発効

2007 年 ９月　日・チリ EPA 発効2007 年 ９月　日・チリ EPA 発効

2007 年 11 月　日・タイ EPA 発効2007 年 11 月　日・タイ EPA 発効

2008 年 ７月　日・インドネシア EPA 発効2008 年 ７月　日・インドネシア EPA 発効
2008 年 ７月　日・ブルネイ EPA 発効2008 年 ７月　日・ブルネイ EPA 発効

2008 年 12 月　日・フィリピン EPA 発効2008 年 12 月　日・フィリピン EPA 発効

2009 年 ９月　日・スイス EPA 発効2009 年 ９月　日・スイス EPA 発効
2009 年 10 月　日・ベトナム EPA 発効2009 年 10 月　日・ベトナム EPA 発効

2011 年 ８月　日・インド EPA 発効2011 年 ８月　日・インド EPA 発効
2012 年 ３月　日・ペルーEPA 発効2012 年 ３月　日・ペルーEPA 発効

●日本にとって初めての経済連携協定
（経緯） 1999 年 10 月　シンガポールから日本に対して FTA 締結を提案

2000 年 10 月　森首相とゴー・チョクトン首相との首脳会談で交渉開始に合意
2002 年 １月　小泉首相とゴー・チョクトン首相との間で署名

●他の ASEAN 諸国に対し、日本との FTA 締結への関心を喚起

2003 年 12 月　タイ、フィリピン、マレーシアとの間で FTA 交渉開始に合意

●日本の輸出品にとってメリットのある交渉結果
・乗用車：７年目に関税撤廃（※大型バス、トラックを除く）
・鉄鋼：即時又は段階的に関税撤廃
・政府調達：メキシコの FTA 締結国優遇制度による差別的待遇を解消

●日本側の農産品についても一部を市場開放
・牛肉、豚肉、鶏肉、オレンジ（生果、ジュース）等：関税割当を設定

●初の広域 EPA

●二国間 EPA とは別個の協定

2015 年 １月　日・豪 EPA 発効2015 年 １月　日・豪 EPA 発効

日本の発効済 EPA（13 か国・１地域）

2008 年 12 月　日･ASEAN 包括的経済連携
（AJCEP）発効

2008 年 12 月　日･ASEAN 包括的経済連携
（AJCEP）発効

▼

・二国間 EPA を締結していなかったカンボジア、ラオス、ミャンマーをカバー
・日本と ASEAN 域内にまたがるサプライチェーンで、EPA が利用可能に
（原産地規則の累積規定）

・企業は、AJCEP と既存の ASEAN 諸国との二国間 EPA を比較して、関税率や
利用条件が、より有利な協定を選択して利用可能

第
１
章

第
Ⅲ
部

通商白書  2015 289

第１節世界経済との連結性を強化する経済連携（EPA/FTA）



第Ⅲ-1-1-4-2 図　日本の経済連携の推進状況

資料：�経済産業省作成。

●発効済（13 か国１地域）：シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、豪州

●署名済（１か国）：モンゴル
●交渉中等（３か国５地域）：TPP、EU、RCEP、日中韓、AJCEPサービス・投資章（実質合意）、カナダ、コロンビア、トルコ、
●その他：韓国（交渉中断中）、GCC（湾岸協力理事会）（交渉延期）

韓国
交渉中断中

RCEP（ASEAN10 カ国＋日中韓印豪NZ）

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ（
Ａ
Ｊ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）

発
効
済
（
08
年
12
月
）

カナダ
交渉中

コロンビア
交渉中

EU
交渉中

スイス
発効済（09 年９月）

TPP
交渉中

マレーシア
発効済（06 年７月）

タイ
発効済（07 年 11 月）

シンガポール
発効済（02 年 11 月）
改正（07 年９月）

チリ
発効済（07 年９月）

メキシコ
発効済（05 年４月）
改正（12 年４月）

ペルー
発効済（12 年３月）

日中韓
交渉中

インドネシア
発効済（08 年７月）

ブルネイ
発効済（08 年７月）

フィリピン
発効済 (08 年 12 月）

ベトナム
発効済（09年 10 月１日）

インド
発効済（11 年８月）

GCC 諸国

GCC（湾岸協力理事会）：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、
バーレーン、カタール、
オマーン

トルコ
交渉中

豪州
2015 年１月 15 日発効

モンゴル

交渉延期

交渉中
NZ

米国

2015 年２月 10 日
署名済

第Ⅲ-1-1-4-3 図　各国の FTA カバー率比較

資料：�外務省作成。

日本 中国 韓国

貿易額
159 兆 21 億円
（2014 年）

発効済の国・地域：22.3％
署名済まで含む　：22.3％
交渉中まで含む　：84.6％

米国 発効済の国・地域：40.1％
交渉中まで含む　：64.3％

交渉中
（韓国）

5.7％

発効済
22.3％

署名済
（モンゴル）

0.02％

交渉中
12.9％

交渉中
（EU）
9.9％

交渉中
（中国）

20.5％交渉中
（米国）

13.3％

交渉中
18.9％

その他
15.4％

貿易額
4 兆 3,063 億ドル
（2014 年）

貿易額
1 兆 98 億ドル
（2014 年）

その他
21.0％ 発効済

27.5％

交渉中
10.4％

その他
（米国）

12.8％
その他
（EU）
14.3％

交渉中
（日本）

7.2％

仮署名
（韓国）

6.8％

発効済
20.1％

署名済
0.5％

署名済
1.1％

交渉中
12.2％

仮署名
（中国）

21.3％

その他
17.6％ 発効済

（EU）
10.1％

発効済
（米国）

10.5％

交渉中
（日本）

7.8％

発効済の国・地域：27.5％
交渉中まで含む　：52.0％

貿易額
3 兆 9,686 億ドル
（2014 年）

貿易額
4 兆 1,687 億ドル
（2014 年）

発効済の国・地域：40.7％
交渉中まで含む　：82.4％

EU 発効済の国・地域：29.6％
交渉中まで含む　：68.2％

交渉中
（日本）

5.1％

その他
19.6％

発効済
37.2％

発効済
（韓国）

2.9％

その他
（中国）

16.1％

交渉中
（EU）
16.9％

交渉中
2.2％

発効済
（韓国）

2.3％

その他
17.8％

交渉中
（米国）

13.9％

その他
（中国）

13.9％

交渉中
（日本）

3.1％

発効済
27.3％

（域内貿易含まず）

・国・地域名の記載は日本・中国・韓国・米国・EU28 を特出しし、貿易額順に記載。
・同一の国とマルチの FTA、バイの FTA がともに進行している場合、貿易額は進行順（発効済→署名済→交渉中→その他）にカウント。
・貿易額データ出典：日本…財務省貿易統計（2015 年 3 月 21 日確定値）、中国・韓国・米国・EU…IMF、Direction of Trade Statistics
（2015 年 4 月 27 日）

・小数第 2 位を四捨五入のため合計は必ずしも 100％とならない。

交渉妥結済
（カナダ）

1.6％
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　以下、現在の我が国の経済連携の取組状況について、
（1）大市場国・地域との経済連携、（2）その他の経
済連携の取組に分けて紹介する。

（1）大市場国・地域との経済連携
【TPP（環太平洋パートナーシップ）】（交渉中）
　2005 年、シンガポール、ニュージーランド、チリ、
ブルネイの 4 か国は環太平洋戦略的経済連携協定
（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement、通称 P4 協定）に署名し、2006 年に発効
した。2010 年 3 月、上記 4 か国に米国、豪州、ペルー、
ベトナムを加えた 8 か国で環太平洋パートナーシップ
（Trans-Pacific Partnership）協定交渉が開始した。
　その後さらにマレーシア（2010 年 10 月）、メキシ

コ（2012 年 10 月）、カナダ（2012 年 10 月）が交渉に
参加し、日本は 2013 年 7 月に交渉に参加した。2015
年 4 月現在、計 12 か国が交渉に参加している。
　2014 年においては、2 月と 5 月にシンガポールで、
10 月に豪州で閣僚会合が開催されるなど、交渉の早
期妥結に向け継続的に議論が行われた。11 月に中国・
北京で開催された APEC 首脳会議の際には TPP 閣僚
会合及び首脳会合も開催され、交渉の終局が明確にな
りつつあることを受けて、TPP 協定の妥結を最優先
とすることを閣僚及び交渉官に対し指示したとの首脳
声明が発出された（第Ⅲ-1-1-4-4 図）。
　これを受け、その後も複数回の首席交渉官会合が開
催されるなど、早期妥結に向けて交渉が進められている。

第Ⅲ-1-1-4-4 図　環太平洋パートナーシップ首脳声明（仮訳）

2014 年 11 月 10 日
内閣官房 TPP 政府対策本部

　我々、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポー
ル、米国、ベトナムの首脳は、閣僚から我々に報告があった通り、この画期的な環太平洋パートナーシップ（TPP）交渉を妥結へと導く過
去数か月の大きな進展を歓迎する。我々は、閣僚及び交渉官が、昨年バリで我々が与えた指示に従って、協定の条文案の残された懸隔を狭め、
相互に市場を開放するための野心的かつバランスの取れたパッケージの完成に集中的に取り組んでいることに勇気づけられている。終局が
明確になりつつあることを受けて、我々は、閣僚及び交渉官に対し、企業、労働者、農業従事者及び消費者ができる限り早期に TPP 協定に
よる実際の実質的利益を享受し始めることができるように、この協定を妥結することを最優先とすることを指示した。

�　我々は、交渉を妥結させるために交渉団を集める際に、最終的な協定が、各国における経済の競争力を強化し、イノベーションと企業家
精神を奨励し、経済の成長と繁栄を促進し、及び雇用の創出を支援する、野心的、包括的、高い水準かつバランスの取れた協定という我々
の共通の構想を、反映することを確保することに引き続きコミットしている。我々は、協定の利益が持続可能で、幅広く、及び包括的に開
発の促進に役立つこと、並びに協定が各国の発展段階の多様性を考慮することを確保することに従事している。我々が策定しているオープ
ンな取り組みが地域全体に更に幅広く拡大すれば、TPP が各国それぞれにもたらす利益は更にもっと拡大し得る。我々は、TPP の高い水準
を採択する準備ができている他の域内のパートナーを加入させ得る TPP の仕組みに引き続きコミットし続ける。

　このプロセス全体を通じての我々の閣僚に対する基本的な指示は、各国それぞれに可能な限り最大の利益を生み出す成果を得ることであっ
た。各国政府は、それを達成するため、各国がステークホルダーから受け取ったインプットを交渉に反映させる作業を行ってきた。継続的
な協議は、閣僚が交渉において残された課題を解決するために作業を行う際に重要であろう。

資料：「環太平洋パートナーシップ首脳声明」。
出典：内閣官房 TPP 政府対策本部。
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【東アジア地域包括的経済連携（R
アールセップ

CEP：Regional	
Comprehensive	Economic	Partnership）】（交渉中）
　RCEP は、世界全体の人口の約半分、GDP の約 3
割を占める広域経済圏を創設するものであり、最終的
には FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）の実現に寄
与する重要な地域的取組の一つである。
　東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが
構築されているが、この地域内における更なる貿易・
投資の自由化は、地域経済統合の深化に重要な役割を
果たす。
　この地域全体を覆う広域 EPA が実現すれば、企業
は最適な生産配分・立地戦略を実現した生産ネット
ワークを構築することが可能となり、東アジア地域に
おける産業の国際競争力の強化につながることが期待
される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によっ
て EPA を活用する企業の負担軽減が図られる（第Ⅲ-
1-1-4-5 図）。
　2012 年 11 月の ASEAN 関連首脳会議において、
「RCEP 交渉の基本方針及び目的」が 16 か国（ASE-
AN10 か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュー

ジーランド）の首脳によって承認され、RCEP の交渉
立ち上げが宣言された。
　基本方針には、物品・サービス・投資以外に、知的
財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とす
ること、2015 年末までの妥結を目指すことが盛り込
まれている。第 1 回 RCEP 交渉会合は、2013 年 5 月
にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に
加えて物品貿易、サービス貿易および投資に関する各
作業部会が開催された。
　第 1 回交渉会合が開催されて以降、2015 年 2 月ま
でに 7 回の交渉会合と 2 回の閣僚会合が開催されてい
る。2014 年 8 月にミャンマーで開催された第 2 回閣
僚会合では、物品貿易に関するイニシャル・オファー
の進め方やサービス・投資の自由化方式について議論
が行われた。現在、貿易交渉委員会（Trade negotiat-
ing Committee）に加え、物品貿易、サービス貿易、
投資、知的財産、競争、経済技術協力、法的制度的事
項、STRACAP（貿易の技術的障害）、SPS（衛生植
物検疫措置）、原産地規則、貿易円滑化・税関手続といっ
た幅広い分野について交渉が行われている。

第Ⅲ-1-1-4-5 図　RCEP 参加の意義

資料：�経済産業省作成。

東アジア地域のサプライチェーンネットワークの統合

・東アジア地域内外への成長市場への輸出促進のため、企業のサプライチェーンの統合が
必要。
・現在、各ＥＰＡにおいてそれぞれ違ったルールが定められており、企業活動の妨げと
なっている（例、原産地規則等）。ＲＣＥＰのもと、簡素で企業にとって使いやすいルー
ルに統一することで、国境を越えたサプライチェーンネットワーク構築を促進する。

活用例 2．
タイの日系自動車部品会社が
日本から部品を輸入した上で
タイでエアバッグを製造し、
インドへ輸出。

活用例 3．
タイの日系エレベーターメー
カーは昇降機を中国から輸入
し、タイでエレベーターを製
造しインドへ輸出。

活用例 1．
タイの日系自動車企業は、エン
ジンやトランスミッションを日
本から輸入し、タイで組み立
て、完成車を豪州へ輸出。

日本

ASEAN
インド

中国

韓国
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【日中韓 FTA】（交渉中）
　日中韓 3 か国は、世界における主要な経済プレイ
ヤーであり、3 か国の GDP 及び貿易額は、世界全体
の GDP 及び貿易額の約 2 割を占める。日中韓 FTA
は、3 か国間の貿易・投資を促進するのみならず、
FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）の実現にも寄与
する重要な地域的取組の一つである。
　2013 年 3 月に交渉を開始して以降、計 6 回の首席
代表による交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、
税関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投
資、競争、知的財産、SPS（衛生植物検疫）、TBT（貿
易の技術的障害）、法的事項、電子商取引、環境、協
力等の広範な分野について議論を行ってきた。2015
年 1 月に行われた第 6 回交渉会合（首席代表会合）に
おいては、主に物品貿易、サービス貿易、投資等の分
野について集中的な議論が行われた。
　また、2015 年 3 月、3 年ぶりにソウルにて日中韓外
相会議が開催され、3 か国の外相間で「日中韓 FTA
交渉の加速化に向け継続的努力を払う」ということで
一致している。
【日 EU・EPA】（交渉中）
　アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組とし
て、EU との EPA 交渉が挙げられる。日本と EU は、
世界人口の 1 割、貿易額の 2 割、GDP の 3 割を占め
る重要な経済的パートナーであり、日 EU・EPA は、
日 EU 間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をも
たらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先
頭役を果たすものといえる。
　EU は、近隣諸国や旧植民地国を中心として FTA
を締結してきたが、2000 年代に入り、韓国等の潜在
的市場規模や貿易障壁のある国との FTA を重視する
ようになった。さらに、米国とも 2013 年 7 月から環
大 西 洋 貿 易 投 資 パ ー ト ナ ー シ ッ プ（TTIP：the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership）
協定の交渉を行っており、2014 年 9 月には先進国で
あるカナダとの包括的経済・貿易協定（CETA：the 
Comprehensive Trade and Economic Agreement）
交渉が妥結するなど、先進国とも通商関係強化に向け
た動きをみせている。
　こうした中、日 EU・EPA については、2009 年 5
月の日 EU 定期首脳協議において、日 EU 経済の統合
の強化に協力する意図が表明され、翌 2010 年 4 月の
日 EU 定期首脳協議では、「合同ハイレベル・グループ」
を設置し、日 EU 経済関係の包括的な強化・統合に向

けた「共同検討作業」を開始することに合意した。合
同ハイレベル・グループにおける幅広い分野での作業
の結果を踏まえ、2011 年 5 月の日 EU 定期首脳協議
において、交渉のためのプロセスの開始についての合
意がなされ、日本政府と欧州委員会との間で、交渉の
大枠（交渉の「範囲（scope）」及び「野心のレベル
（level of ambition）」を定める「スコーピング作業」
を実施することとなった。
　翌 2012 年にかけて実施したスコーピング作業の終
了を受け、同年 11 月の EU 外務理事会において、欧
州委員会が加盟国より交渉権限（マンデート）を取得
した。これを受けて、2013 年 3 月に行われた日 EU
電話首脳会談において、日 EU 間の EPA 及び政治協
定（現在の戦略的パートナーシップ（SPA））の交渉
開始に合意した。2013 年 4 月の交渉開始以降、2015
年 3 月末現在までの間、9 回の交渉会合が開催されて
いる。
　2014 年 5 月から 6 月にかけて、EU 側の内部プロセ
スとして、欧州委員会が交渉開始 1 年後の「見直し（レ
ビュー）」を行い、交渉の継続が決定した。2015 年 5
月に安倍総理が欧州を訪問し、2015 年中の大筋合意
を目指したいとの考え方を様々な機会に伝え、欧州各
国及び EU の首脳との間で早期締結の重要性につき一
致。同年 11 月に行われた日 EU の首脳会談において、
安倍総理とユンカー新欧州委員長は、日 EU・EPA
に関し、2015 年中の大筋合意を目指して交渉を加速
化させていくことで一致した。
　2015 年 2 月 23 日～27 日に行われた第 9 回交渉会合
では、関税、非関税措置、投資・サービス、政府調達
等の広範な分野で議論が実施され、一定の進展があっ
た。引き続き、2015 年中の大筋合意という目標を目
指し、交渉を更に加速していく。

参考　日 EU首脳会談プレスリリース（2014 年 11 月）
　日 EU関係について、安倍総理から、日 EU・EPA の 2015 年中
の大筋合意を目指し、共にリーダーシップを発揮し、交渉を加速
させたい、日 EU・SPA の早期妥結に向けても引き続き努力して
いきたい旨述べました。これに対し、ユンカー委員長から、日
EUは当然のパートナーであり、日 EU・EPA 交渉を加速化させた
い、2015 年中に EPA と SPA の 2つの交渉がまとまることを期待
しており、この目標を目指し、貴総理と共に努力していきたい旨
述べました。

資料：日 EU首脳会談プレスリリース。
出典：外務省ホームページ。
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（2）その他の経済連携の取組
【日・豪 EPA】（2015 年 1月 15 日発効）
　2003 年 7 月、首脳会談において署名された「日豪
貿易経済枠組み」に基づき、貿易・投資自由化の得失
に関する政府間共同研究が実施され、本共同研究は
2005 年 4 月に終了した。その後、同年 4 月の首脳会
談において、EPA/FTA のメリット・デメリットを
含め、先進国間に相応しい経済関係の在り方について
政府間で研究することに合意し、同年 11 月から 2006
年 9 月の間に、5 回の共同研究会合が開催された。同
共同研究会の最終報告書を受け、2006 年 12 月、首脳
間で EPA 交渉開始が合意された。2007 年 4 月から
2012 年 6 月までに 16 回の交渉会合を開催するととも
に、非公式の実務者レベルの協議を行い、日豪両国の
主張の隔たりを埋めるべく議論がなされた。
　2014 年 4 月の首脳会談において、7 年越しとなった
日・豪 EPA 交渉が大筋合意に至り、同年 7 月の首脳
会談で署名、2015 年 1 月 15 日に発効した。
　豪州は我が国にとって中国、米国、韓国に次ぐ 4 番
目の貿易相手国であり、これまでに締結した二国間
EPA のパートナーとしては最大である。我が国から
豪州への輸出額の 3 割未満であった無税品目の割合
が、本協定発効時に直ちに 8 割を超える水準になり、
残りの有税品目も 8 年目までにはほぼ全てが関税撤廃
される。特に、我が国からの輸出の約半分を占める自
動車分野（MFN 税率 5％）では、豪州への完成車輸
出額の約 75％が即時に関税撤廃される。残る完成車
も、3 年目には関税が全て撤廃される。
　関税以外でも、天然ガス・石炭など資源・エネルギー
の安定供給確保、小麦・大麦・牛肉・乳製品・砂糖と
いった重要な食料の安定供給確保、投資・サービスの
自由化、電子商取引・政府調達のルール整備、知的財
産の保護など、幅広い分野で高い水準の合意を実現し
ている。
【日・モンゴル EPA】（2015 年 2月 10 日署名）
　2012 年 3 月の日・モンゴル首脳会談において交渉
を開始することで一致した日・モンゴル EPA 交渉は、
2014 年 7 月の日・モンゴル首脳会談において大筋合
意が確認された。また、2015 年 2 月の日・モンゴル
首脳会談において、両国首脳間で協定への署名が行わ
れた。
　本協定により、我が国からモンゴルへ関税のかから
ない輸出品目（無税輸出）の割合が、現状、輸出額の
1％未満から発効後 10 年間で約 96％まで拡大し、モ

ンゴル市場へのアクセスが格段に改善する。特に、自
動車については、主力の 4,500cc 以下の完成車（製造
後 0～3 年）が発効後直ちに無税となる。関税以外の
分野でも、特に、投資分野においては、民間企業のモ
ンゴルの資源・エネルギー分野への参入に際して、投
資許可段階からの内国民待遇・最恵国待遇が付与され
るほか、ISDS 条項（投資家と国家間の紛争解決）の
適用が盛り込まれるなど、日本側から見たモンゴル側
の投資環境が大きく改善する。豊富な天然資源に恵ま
れるモンゴルと我が国の関係は極めて緊密かつ重要で
あり、本協定は、今後の両国間の貿易・投資を促進す
るための重要な枠組みである。
　また、日・モンゴル EPA はモンゴルにとって初め
ての EPA/FTA となる。両国は、2010 年 11 月の日本・
モンゴル共同声明に掲げる「戦略的パートナーシップ」
について、2013 年 3 月の首脳会談時には①政治・安
全保障分野、②経済分野、③文化・人的交流分野を中
心に発展させていくことで一致しており、本協定の締
結はその強化に大きく寄与するものである。
【日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）サービス貿易章・
投資章】（実質合意）
　ASEAN 全加盟国との EPA である日・ASEAN 包
括的経済連携（AJCEP）は、2004 年 11 月の首脳間で
の合意に基づき 2005 年 4 月より交渉を開始し、2008
年 4 月 14 日に各国持ち回りでの署名を完了し、加盟
国との間で順次発効している。2010 年 10 月より交渉
が行われていた AJCEP のサービス貿易章・投資章に
ついては 3 年にわたる交渉を経てルール部分について
実質合意に至り、2013 年 12 月の日・ASEAN 特別首
脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された。今後
も引き続き残された技術的論点等の調整を行っていく。
【日・カナダ EPA】（交渉中）
　日・カナダ EPA 交渉については、2011 年 3 月から
2012 年 1 月までに 4 回の共同研究が開催され、共同
研究報告書が作成された。共同研究の報告書を受け、
2012 年 3 月の日・カナダ首脳会談において、両国の
実質的な経済的利益に道を開く二国間 EPA の交渉を
開始することで一致した。第 1 回交渉会合は 2012 年
11 月に行われ、最近では 2014 年 11 月に第 7 回交渉
会合が開催された。
　直近の会合では、サービス貿易、投資、知的財産、
鉱物・エネルギー資源・食料等の分野につき有意義な
議論が行われた。なお、日本からカナダへの輸出にお
ける有税品目は総額の 43.6％（2013 年）、カナダから
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日本への輸出における有税品目は 29.6％（2013 年）
となっている。また、カナダへの輸出における主要な
有税品目及びその関税率は、乗用車（6.1％）、自動車
部品（6～8.5％）、タイヤ（6.5～7％）となっている。
【日・コロンビア EPA】（交渉中）
　コロンビアは、高い成長率（今後 5 年間で平均 4％
強）が見込まれる人口 4,600 万人の市場であり、EPA
を通じた貿易・投資環境の改善により輸出入拡大が期
待される。コロンビア政府は経済の自由開放政策を掲
げるなか、発効済みの中南米諸国・米国・カナダとの
FTA に加え、EU、韓国との FTA に署名済みである。
　2011 年 9 月の日・コロンビア首脳会談において、日・
コロンビア EPA の共同研究の立ち上げが合意された
ことを受けて共同研究が開始され、2012 年 7 月にあ
り得べき EPA は両国に多大な利益をもたらすことに
資するとの報告書がとりまとめられた。同報告書を踏
まえ 2012 年 9 月に行われた日・コロンビア首脳会談
にて、両国は EPA 交渉を開催することで一致し、
2012 年 12 月に第 1 回交渉が開催された。
　その後、2014 年 7 月に行われた日・コロンビア首
脳会談において、両首脳は、できる限り早期の合意を
目指し交渉を加速化することを確認した。最近では
2015 年 3 月に第 10 回会合が開催され、物品貿易、政
府調達、原産地規則、知的財産、電子商取引等の幅広
い分野について議論が行われ、進展が見られた。
【日・トルコ EPA】（交渉中）
　トルコは高い成長率（今後 5 年で平均 5％強）が見
込まれる人口 7,700 万人の魅力的な市場を持つ。貿易・
投資環境の改善による輸出入拡大が期待され、我が国
企業の関心は高い。日・トルコ間の投資・ビジネス環
境の改善や、第三国に劣後しない貿易の自由化や規律
の策定を目指している。
　トルコと我が国は 2012 年 7 月に第 1 回日・トルコ貿
易・投資閣僚会合を開催し、日・トルコ EPA の共同
研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、
同年 11 月に第 1 回、2013 年 2 月に第 2 回の共同研究

が開催され、同年 7 月に日本・トルコの両政府に EPA
交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。
　共同研究報告書を受けて、2014 年 1 月に行われた
日・トルコ首脳会談にて、両国は EPA 交渉を開始す
ることで一致し、同年 12 月に第 1 回交渉会合が開催
された。日・トルコ EPA によって、欧州企業や韓国
企業といった競合相手との競争条件の平等化を早急に
図ることを通じ、トルコへの日本企業の輸出を後押し
するとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハブ
としての競争力を高めるべくトルコの投資環境関連制
度の改善を図ることを目指す。
【日・韓 EPA】（交渉中断中）
　韓国との EPA 交渉は 2003 年 12 月の交渉開始後、
2004 年 11 月の第 6 回交渉会合を最後に中断している
が、2008 年の日韓首脳会談を受け、交渉再開に向けた
実務協議が開催されてきた。2011 年 10 月に行われた
日韓首脳会談では、交渉再開に必要な実務的作業の本
格的実施につき一致し、課長級実務協議が行われるな
ど、引き続き交渉再開に向けた調整が進められている。
【日GCC・FTA】（交渉延期）
　バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サ
ウジアラビア、アラブ首長国連邦からなる GCC（湾
岸協力理事会）諸国との FTA については、2006 年 9
月に交渉が開始され、2009 年 3 月までに 2 回の正式
会合と 4 回の中間会合が実施された。しかし同年 7 月
に、GCC 側の要請により交渉が延期されており、現在、
我が国は交渉再開に向けて働きかけを行っている。
　この地域は、我が国の原油輸入量全体の約 77％

（2013 年）を占め、また我が国からの総輸出額も約 2.3
兆円に達する（2013 年）。さらに、人口増加に伴う大
規模なインフラ整備の需要があり、各国による、官民
一体となった売り込みが積極的に展開されている。貿
易・投資拡大及び我が国のエネルギー安全保障の観点
に加えて、同諸国との間で経済関係を含めた友好的な
関係を形成・維持することが重要である。

　以上、現在交渉中、交渉開始に合意した EPA/
FTA を紹介したが、グローバルに展開するビジネス
の要請に応えるには、このような新たな協定締結に向
けた取組に加えて、EPA/FTA の円滑な利用促進、

既存 EPA の内容の改善（再交渉）も重要である。
　現在、我が国の発効済み EPA においては企業によ
る活用も浸透し始め、「活用・運用段階」にあるとい
える。

5．「EPA のライフサイクル」
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　今後、
　① 政府のみならず JETRO 5、日本商工会議所 6、業

界団体等による積極的な EPA の普及啓蒙・利活
用率の向上・着実な執行、

　② 「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を
通じた両国政府・民間企業代表者を交えた協議 7

　③  EPA の利活用実態やニーズを踏まえた協定見直
し 8

等、いわば「EPA のライフサイクル」にわたって、
EPA の質を高めていくことが非常に重要であると言
える。

５	 EPA 利活用相談（日本企業の方）　https://www.jetro.go.jp/services/advice/
	 アドバイザー等海外進出企業の支援サービス（在海外企業の方）　https://www.jetro.go.jp/services/advisor/
６	 第一種特定原産地証明書の指定発給機関　http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
７	 ビジネス環境の整備に関する委員会　http:/www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html
８	 日・シンガポール EPA は 2002 年発効、2007 年改正。日・メキシコ EPA は 2005 年発効、2012 年改正。
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